
作成 20240306 

 

 

 

 

  

記入しないでください 
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作成 20240306 

 

  

記入見本（代理） 
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【別紙】 
 
「代理手続きに関する確認書」 
1．「代理手続き」とは、発注者、建設会社または親族等（以下「代理人」という。）が、加入希望者または会員（以下「会員等」という。）の承諾を得て加入、脱退及び変更並びに継続または年度更新の手続き

並びに労働者災害補償保険法に基づく請求手続き（以下「各種手続き」という。）並びに入会金、会費、労災保険料（以下「保険料等」という。）及び手続き費用等（以下「会費等」という。）の支払いを代理

人がまとめて行うことで、本人に代わって会員カードの受領をすることができることをいう。  

2．会員等は、一人親方労災特別加入事務センター（以下「RJC」という。）への各種手続きを代理人に依頼することができる。その場合、会員等の意思に反する各種手続きが代理人によって行われたときは、

会員等と代理人との間で当該手続きに関し適切に処理し、RJCには一切の異議申立、損害賠償の請求はできないものとする。当然、解除後も同様とする。 

3．会員等の特定個人情報を含むすべての個人情報は、法令に定める場合を除き代理人に開示されるものとする。代理人であった期間中の個人情報に関しては解除後も同様とする。 

  

〈会 則〉 
1．労働者災害補償保険法（以下「法」という。）の補償開始日は、管轄労働局の承認日とする。 

2．用語の定義 

 ① 「代理手続き」とは、発注者、建設会社または親族等（以下「代理人」という。）が、加入希望者または会員（以下「会員等」という。）の承諾を得て加入、脱退及び変更並びに継続または年度更新の手

続き並びに労働者災害補償保険法に基づく請求手続き（以下「各種手続き」という。）並びに入会金、会費、労災保険料（以下「保険料等」という。）及び手続き費用等（以下「会費等」という。）の支払い

を代理人がまとめて行うことで、本人に代わって会員カードの受領をすることができることをいう。  

 ② 「脱退」とは、RJC及び第２種特別加入から脱退することをいう。脱退には「毎月払い」を除く会員については手続き費用が発生する。 

 ③ 「毎月払い」とは、会員等が加入申込み時に、入会金、RJCが定める月数分の会費及び労災保険料（以下「毎月会費」という。）を支払い、その後翌月又は翌々月の毎月会費を支払う方法をいう。な

お、代理手続きによる毎月払いはできないものとする。 

 ④ 「乗り換え」とは、加入申込み時に 現在 RJ C以外の組合に加入中または過去に RJC以外の組合に加入していたことを証明する会員カード等を提出することにより、初年度のみ労災保険料と会員カー

ド発行費用を支払うことで加入申込みができる加入方法をいう。 

3．RJCの審査により、次に該当すると思料される者からの加入申込みまたは会員資格の継続は、理由を附さずして断ることができる。 

 ① 入会の意図が社会的、倫理的見地から検討して不当であると思料されるとき 

 ② 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第 9条に該当すると思料されるとき 

 ③ RJC規定の一人親方等労災保険の特別加入の要件を満たさないとき 

 ④ RJCが定める定款、会則、規約等に従わないとき 

 ⑤ 「毎月払い」で加入した会員が、クレジット決済ができなかったとき 

 ⑥ その他、RJCが会員とすることを不適当と判断したとき 

 審査により上記に該当すると判断した場合は、支払済み保険料等から振込手数料を控除した額を加入希望者の指定する金融機関口座に返金するものとする。 

4．加入希望者の特定業務従事期間が定められている期間を超え加入後も当該業務に従事する予定がある場合は、加入時健康診断を受診し管轄労働局長の承認後に会員カードを発行する。不承認の場合は、未

使用の労災保険料から脱退手続き費用及び振込手数料を控除した額を返金する。 

5．「乗り換え」で加入申込みする者の支払い方法は、RJCが指定する金融機関口座への振り込みまたはクレジットカード決済とする。 

6．「乗り換え」で加入した者の初年度及び加入時健康診断を受診せず、加入申込者より取下げ依頼があったとき、または RJCの規定により取り下げるとき、または管轄労働基準監督署若しくは管轄労働局よ

り取下げ依頼があったときは、規定の脱退手続き費用の 2倍の手続き費用が発生し、未使用の労災保険料から手続き費用及び振込手数料を控除した額を返金する。 

7．金融機関により、振込先として RJCの団体名称及び代表者の職指名が記載されることがある。 

8．会員等は、RJCへの各種手続きを代理人に依頼することができる。その場合、会員等の意思に反する各種手続きが代理人によって行われたときは、会員等と代理人との間で当該手続きに関し適切に処理

し、RJCには一切の異議申立、損害賠償の請求はできない。 

9．代理人または会員等は、加入申込み後 RJCが指定する期限内に現住所が記載された RJCが指定する自動車運転免許証等の写し（氏名、生年月日、性別、現住所等のわかるもの）をメールまたは FAX送

信および保険料等及び会費等の支払い（以下「加入申込み」という。）を完了させなければならない。期限内に加入申込みが完了しないときは、加入意思がないものと判断し代理人、会員等への事前通知な

く一方的に加入手続きを中止する。 

10．加入手続き中止後に代理人または会員等から保険料等の支払いがあり再度加入を希望したときは、加入手続きは遅延する。 

11．加入手続き完了後に加入取り消しの連絡があったときは、理由の如何に関わらず未使用の労災保険料から手続き費用及び振込手数料を控除した額を代理人または会員等の指定する金融機関口座に返金す

る。 

12．加入中に保険料率の改定があった場合、会員に対して保険料の返金または追加徴収は行わないものとする。 

13．代理人または会員等は、RJCが必要とする特定個人情報を含む必要な情報を開示しなければならない。なお、RJCは、会員等から行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（以下「マイナンバー法」という。）に定められた個人番号（以下「マイナンバー」という。）は内容確認後直ちに廃棄するものとする。 

14．当団体は、会員等からマイナンバーが記載された書類等を受領した場合、マイナンバー部分に黒塗り等の処理を施すことにより判別不能にした後に各種手続を行うものとし、マイナンバー法に定められ

たる利用範囲を越えたマイナンバーの保管、保有および活用はしない。 

15．保険期間は、1．に定める補償開始日より会員から脱退の申出または口座振替不能確認後に RJCが定める脱退日または当該年度末とする。 

16．RJCは、「毎月払い」で加入中の会員が翌月又は翌々月分の毎月会費が振替不能またはクレジット決済ができなかったときは、支払済みの月末をもって脱退する意思表示とみなし、脱退手続きを進め

る。 

17．会員等が加入時に年度末以外の保険期間満了日を選択した場合、当該日をもって自動的に当然脱退となる。 

18．RJCは、会員等が RJCの定める「反社会的勢力の排除条項」に該当することを知ったときは、事前に会員に何ら通告せず契約解除し、かつ捜査機関への通報及び協力をしなければならない。 

19．RJCが前項の規定により本契約を解除した場合は、会員等に損害が生じても RJCは何らこれらを賠償、補償することを要しない。また、解除により RJCに損害が生じたときは、会員等はその損害を賠

償しなければならない。 

20．RJCは、加入時及び加入中の会員等の個人情報を RJCの定める「個人情報取扱規程」に準じて適正に処理する。 

21．継続または年度更新の意思確認は、毎年 1月以降に RJCより代理人または会員等宛に郵送、FAXまたはメールにて行う。代理人または会員等は、指定期日迄に RJCの定める方法による意思確認かつ保

険料等の納付（以下「継続手続き」という。）を完了しなければならない。指定期日迄に継続手続きが確認できないときは、年度末に脱退する意思表示とみなし年度末をもって脱退とする。ただし、クレジ

ットカード払い、口座振替を選択している会員の継続または年度更新の意思確認は、振替がされている限り継続の意思があるものとみなす。 

22．代理人または会員が脱退を希望するときは、必ず事前に RJCに連絡しなければならない。事前の連絡がない場合は、脱退月までの保険料等が発生し、代理人または会員は支払う義務を負う。 

23．会員カードの所有権は RJCに帰属し、年度途中で脱退を希望するときは、脱退届と併せて RJCに返却しなければならない。  

24．現在加入中の会員について、代理人または会員から期間が重複して新たに申込みがあった場合、原則として現在加入中の契約を脱退する意思表示とみなし、新たな申込みの加入希望月の前月末に脱退し

たものとして、手続きを行う。 

25．代理人または会員が次のいずれかに該当する場合は、事前合意なしに RJCの一方的判断によって脱退手続きを行う。 

 ① 会員が、指定期日までに保険料等及び会費等を支払わないとき 

 ② 会員の連絡先に最初に連絡不能となった日の翌日から起算して暦日で 14日間連絡が取れないとき 

 ③ 日本国内外の法令に違反し、脱退手続きを取ることが相当であると RJCが判断したとき 

 ④ 会員としてふさわしくないと RJCが判断したとき 

 ⑤ その他前各号に準ずるとき 

26．会員は、次のいずれかに該当した場合は直ちに RJCまで連絡しなければならない。連絡がない場合は、法の請求ができない等の不利益を被ることがある。 

 ① 年間 100日以上労働者（パート、アルバイトを含む）を雇入れたとき 

 ② 建設業に従事しなくなったとき  

 ③ 業種（職種）または除染作業区分を変更したとき 

 ④ 住所、氏名または緊急連絡先等を変更したとき 

 ⑤ 業務外、業務上または通勤途上において負傷または死亡したとき（死亡の場合は、遺族が RJCまで連絡しなければならない。） 

 ⑥ その他前各号に準ずるとき 

27．労働災害、通勤災害に関する請求手続きは、1請求、1用紙毎に手続き費用が発生する。なお、休業（補償）給付に係る請求が複数月に跨る場合は 1か月を 1請求として計算し手続き費用が発生する。 

28．法の休業（補償）給付は、所得喪失の有無にかかわらず、療養のため業務遂行性が認められる業務については「全部労働不能」であることがその支給要件となる。「全部労働不能」とは、入院中または自

宅就床加療中若しくは通院加療中であって業務遂行性が認められる範囲の業務または作業ができない状態をいう。 

29．会員は、休業（補償）給付の請求が 3か月を超えるときは、症状確認のため RJCからの呼び出しに応じなければならない。 

30．年度単位で加入中の会員が年度途中に脱退したときは、既納の労災保険料のうち未使用の労災保険料から手続き費用（「乗り換え」の初年度中の脱退は 2倍）及び振込手数料を差引いた後に残余の労災保

険料がある場合は、代理人または会員の指定する金融機関口座に返金する。 

31．年度途中で脱退した者が当該年度に再度第二種特別加入するときは、原則として従前の給付基礎日額で加入しなければならない  

32．会員に係る法及び労働関係諸法令に関する手続きは、RJCまたは RJCの指定する社会保険労務士が行うことができる。 

33．会員は、会員資格を有している限り労働災害、通勤災害に関する手続き費用は発生しない。 

34．RJCの会費等は、国税庁通達№6467に該当し仕入税額控除の対象とはならず、また、印紙税法別表第一 課税物件表第 17号文書非課税物件欄 2かっこ書に該当するため、印紙税法非課税である。 

35．通勤災害、労働災害を被ったときは、直ちに RJCに災害状況を連絡しなければならない。この連絡が遅延したことによる会員の不利益は、当然本人に帰属するものとし RJCに対して一切の異議申立、

損害賠償の請求はできない。 

36．RJCは、理事会または役員会に諮り、会員の事前承諾なく都道府県、市区町村または業種等に基づき RJCを分割（以下「区割り」という。）することがある。この場合、会員は区割りした異動に応じな

ければならない。 

37．当団体が実施するキャンペーン、サービス等は、代理人、会員等への事前の承諾なく終了することがある。  

38．会員カード発行、一部の手続きについては、RJCが外部の社会保険労務士又は社会保険労務士法人に委託するため 34.に該当せず、消費税等が発生するものとする。  

39．会則は、理事会または役員会に諮り会員の事前承諾なく変更する場合がある。なお、会則に記載のない事項については、理事長の専決処分とする。 

40．代理人および会員等は、上記会則を遵守し、会則の執行により被った損害等に関し如何なる名目においても RJCに損害等を請求できない。RJCは、上記会則の執行により代理人および会員等に生じる

如何なる損害等に関しても一切責任を負わない。 

41．RJCの運営並びに総会及び諸会議における議決事項については、理事長またはその会議の長に委任するものとする。 
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一人親方労災保険 RJC 理事長 殿 

このたび、ご加入される一人親方および代理人ともに、一人親方労災保険 RJC（以下「RJC」という。）の定款、事務処理規約、【別紙】の「代

理手続きに関する確認書」及び〈会則〉並びにその他の規則に同意し、RJCへ「代理手続き」にて建設業に従事する一人親方の加入申込みをい

たします。 

申込年月日 令和  年  月  日 窓口会社番号       

代
理
の
方
の
情
報 

会社名 

フ リ ガ ナ 
今回申し 

込み人数 

（  ）人中 

（  ）人目  

代表者 

職氏名 

□代表 □取締役 □代表取締役 

フ リ ガ ナ                   

 

担当者 

職氏名 

フ リ ガ ナ                     

 

住所 
〒   －            都・道・府・県  

 

電話 

番号 
        －   － FAX番号         －   － 

e-mail         ＠ 
担当に繋 

がる電話 
        －   － 

   ※ 労災保険番号のメール送信希望の場合、必ずメールアドレスをご記入ください。 

 

加 

入 

希 

望 

内 

容 

加入希望月 令和  年  月加入希望 

加 入 期 間 □１か月 □２か月 □３か月 □長期（加入承認日～令和 7 年３月３１日まで） 

給付基礎日額 
□ 3,500円 □ 4,000円 □ 5,000円 □ 6,000円 □ 7,000円 

□ 8,000円 □ 9,000円 □10,000円 □12,000円 □14,000円 

従事する工事 

□電気 □内装 □とび・土工・コンクリート □大工 

□管 □塗装 □機械器具 □電気通信 □防水 

□鋼構造物 □板金 □タイル・れんが・ブロック □建具 

□左官 □解体 □鉄筋 □造園 □美装 

□ほか（                                ） 

 

 本人署名ですか □はい □いいえ ※ いいえの場合は、必ず押印ください。 

加
入
を
希
望
す
る
一
人
親
方
の
個
人
情
報 

加入に同意します。 

フリガナ                                                    

生年月日 S・H    年   月   日 性別 □男 □女 

携帯電話           －      － 
住所地の 

都道府県 

都 道  

府 県  
自宅電話 □なし □あり         －    － 

FAX番号 □なし □あり         －    － 

1 一人親方ですか □はい  □いいえ 

2 除染作業をしますか □いいえ □はい 

3 今まで通算して３年以上粉じん作業をしていますか □いいえ □はい 

4 今まで通算して１年以上振動工具を使用していますか □いいえ □はい 

5 今まで通算して６か月以上屋内で鉛を使用していますか □いいえ □はい 

6 今まで通算して６か月以上屋内で有機溶剤していますか □いいえ □はい 

※３～６に ☑はい を選択した方は、国が費用負担する「加入時健康診断」が必要な場合があります。 
 

自動車免許証（表裏）と一緒にＦＡＸまたはメールしてください。 

ＦＡＸ ０５０－３１７４－６３１７  メール；mail@631japan.com 

 

実 印 

朱肉印 


